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災害損失欠損金の繰戻還付制度における問題点 

A study on the problems in Refund by carryback of net loss due to 
disaster loss 

(Corporation Tax Act, Article 80(５)) 

上 松 公 雄 

１．はじめに 

 

災害により損失が発生した場合の被災者の救済及び被害からの復興支援の措置のひ

とつとして、法人税法における災害損失欠損金の繰越控除（法58）及び繰戻還付（法

80⑤）がある。 

いずれの制度も複数の事業年度にわたり所得金額と欠損金額とを通算する仕組みで

あり、繰越控除は将来の事業年度に生ずる租税負担能力との調整を図り、繰戻還付は

過去の事業年度における租税負担能力との調整を図り法人税の負担調整を行うことを

意図している。 

災害は、単に有形無形を問わず資産を滅失、損壊させるだけでなく、事業環境や収

益機会など代替が容易ではない収益を生み出す事業基盤そのものを破壊してしまうこ

とがあり得る。つまり、滅失損壊した資産については再取得や修理によって原状回復

することは可能であるが、収益機会が戻ることはなく、顧客の意欲や関心を取り戻す

ことも容易ではない。これらの点を重視すれば、繰戻還付であれば前年以前に現に負

担した法人税額が還付されるので被災者の救済を図り、被害からの復興を支援するた

めの制度としては、繰戻還付の方が重要度は高いと思われる。 

ここで、繰戻還付の制度には、災害損失欠損金を対象とするもの以外に、青色欠損

金を対象とする本来的な制度があるが（法80①）、青色欠損金の繰戻還付においては、

欠損金の発生原因を災害損失に限定しない代わりに、その適用対象は青色申告書を提

出する法人（以下、青色申告法人という。）に限られ、さらに、青色申告法人であっ

ても一定の中小企業者等1)以外の法人については適用が停止されている（措法66の12）。 

                                 

1） ここでの「一定の中小企業者等」とは、次の①から④に掲げる法人をいう（措法66の12①一

～四）。 

① 普通法人（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第12項に規定する投資法人（投資信託

及び投資法人に関する法律２⑫）及び特定目的会社（資産の流動化に関する法律２③）を除く。）

のうち資本金の額等が１億円以下であるもの（法人税法第66条第５項第２号又は第３号に掲げ
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これに対して、災害損失欠損金の繰戻還付においては、適用対象が青色申告法人に

限定されず、また、一定の中小企業者等（以下単に、中小企業者等という。）以外の

法人（以下、大企業である青色申告法人という。）であっても適用することが認めら

れるが、繰戻還付の対象となるのは、欠損金のうち災害損失によるものに限定される。 

このように両制度においては適用対象が制限されることを前提に、本稿においては、

災害損失欠損金の繰戻還付制度の有用性、つまり、被災者の救済を図り、被害からの

復興を支援するために必要な措置との観点から制度の問題点を指摘する。 

 

２．複数の事業年度にわたり租税負担能力を調整する仕組みの必要性 

 

複数の事業年度にわたり所得金額と欠損金額とを通算して租税負担応力を調整する

仕組みとしては、欠損金の繰越控除と繰戻還付の仕組みが存在するが、法人税の課税

標準は各事業年度の所得金額とすると規定されていることからすると（法21）、各制

度について、これを特典とする捉え方があり得る。 

しかしながら、事業年度とは、定款等に定める会計期間をいうものとされ（法13

①）、会計期間とは、期間損益計算を行うために人為的に区切ったものであるため、

この会計期間と事業サイクル、すなわち、投下した資本が回収されるサイクルとは必

ずしも一致しない。それゆえに、法人税の課税に際しては、事業年度ごとに所得金額

が生ずることも、また欠損となることが不可避であることをも想定すべきであり、複

数の事業年度にわたって租税負担能力を調整する仕組みは不可欠なものと考える。 

もっとも、各事業年度を単位として課税することが原則である以上、複数の事業年

度にわたって所得金額と欠損金額とを通算するに当たっては、一定の要件が設けられ

ることは必要である。この点から、適正な帳簿書類の備付け、記録又は保存が行われ

ていることを前提とする青色申告法人に適用を限定することは適当であると考えられ

る。 

これに対して、災害損失欠損金の繰越控除（法58）及び繰戻還付は制度の適用対象

は青色申告法人に限定されない。すなわち、災害損失欠損金の繰越控除及び繰戻還付

は、いずれも事業年度と事業サイクルとのずれを調整するものとは異なり、災害によ

る損失の発生という、より深刻な事態、状況を前提とする制度であると理解される。 

この制度の趣旨については、災害損失欠損金の繰越控除が、1959（昭和34）年12月

                                                                              

る法人に該当するもの及び大通算法人（法66⑥）を除く。）又は資本等を有しないもの（相互会

社及びこれに準ずる一定の法人並びに大通算法人を除く。） 

② 公益法人等又は協同組合等 

③ 法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定の法人 

④ 人格のない社団等 
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に、同年９月に発生した伊勢湾台風による被害対策を意図して設けられたものと解説

されていることからも明らかである2)。 

ところで、すでに述べたとおり、大企業である青色申告法人に対する青色欠損金の

繰戻還付制度は適用が停止されている。 

これは平成４年度税制改正（平成４年３月31日法律第14号）において措置されたも

のであり、その理由については、次のとおり述べられている3)4)。 

「赤字法人については、従来から、課税の適正・公平の観点から何らかの負担を求

めてよいのではないかとの指摘があること、また、当面の厳しい税収動向、財政事情

に鑑み、欠損金の繰戻による還付制度について、２年間の臨時措置として、解散等の

場合を除き、その適用を停止することとされたものです。」 

すなわち、この適用停止措置は、平成４年度税制改正において導入されて後、適用

期限の延長が繰り返され、現在まで継続している。 

なお、当初は上記のとおり、解散等の場合を除いて法人の規模等を問わず一律に適

用停止であったが、平成６年度税制改正（平成６年３月31日法律第22号）により特定

の中小企業者が適用停止措置の対象から除外されて以後、中小企業者を中心に一定の

要件を充足する法人について適用停止措置の対象から除外する改正が繰り返され、平

成21年度税制改正（平成21年３月31日法律第13号）により中小企業者等について無条

件で適用停止措置の対象から除外されることとなった5)。 

中小企業者等が適用停止措置の対象から除外された理由としては、次のとおり述べ

られている6)。 

「金融不安や景気後退の影響を特に受けやすく、資金繰りに苦しむ中小企業の活性

化を図る観点から、平成21年度税制改正においては、時限的な税率の引下げ等の中小

企業対策が講じられています。その中でも、特に資金繰りに苦しむ中小企業を税制面

でも支援する観点から、中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止措置を廃止する

こととし、今年度に赤字に陥った法人であっても、前事業年度において納付した法人

税の還付を受けることを可能とすることとしたものです。」 

                                 

2） 武田昌輔（1959）、17－18頁。 
3） 大野新二（1992）、180頁。 

4） 青色欠損金の繰戻還付については、これよりも以前の昭和59年度税制改正（昭和59年３月31

日法律第６号）において、「所得税の減税を実施しつつ財政の状況をこれ以上に悪化させないと

の観点から」不適用措置が講ぜられた（旧措法66の15）（土屋俊康（1984）、206頁）。この措置

は、昭和63年度税制改正（昭和63年３月31日法律第13号）によって廃止された。 
5） 平成22年度税制改正（平成22年３月法律第６号）によって中小企業者等のうち大法人のとの

間にその大法人による完全支配関係がある普通法人については適用停止措置の対象から除外さ

れる対象から除外された。 
6） 椎谷晃・松代孝廣・関禎一郎（2009）、301頁。 
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に、同年９月に発生した伊勢湾台風による被害対策を意図して設けられたものと解説
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「金融不安や景気後退の影響を特に受けやすく、資金繰りに苦しむ中小企業の活性
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企業対策が講じられています。その中でも、特に資金繰りに苦しむ中小企業を税制面

でも支援する観点から、中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止措置を廃止する

こととし、今年度に赤字に陥った法人であっても、前事業年度において納付した法人

税の還付を受けることを可能とすることとしたものです。」 

                                 

2） 武田昌輔（1959）、17－18頁。 
3） 大野新二（1992）、180頁。 

4） 青色欠損金の繰戻還付については、これよりも以前の昭和59年度税制改正（昭和59年３月31

日法律第６号）において、「所得税の減税を実施しつつ財政の状況をこれ以上に悪化させないと

の観点から」不適用措置が講ぜられた（旧措法66の15）（土屋俊康（1984）、206頁）。この措置

は、昭和63年度税制改正（昭和63年３月31日法律第13号）によって廃止された。 
5） 平成22年度税制改正（平成22年３月法律第６号）によって中小企業者等のうち大法人のとの

間にその大法人による完全支配関係がある普通法人については適用停止措置の対象から除外さ

れる対象から除外された。 
6） 椎谷晃・松代孝廣・関禎一郎（2009）、301頁。 
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中小企業者等の青色欠損金については繰戻還付の適用が認められることからは中小

企業者等に対しては災害損失欠損金の繰戻還付の有用性は繰戻期間が２年認められる

点を除けば限定的である。 

それゆえ、災害損失欠損金の繰戻還付は、大企業である青色申告法人及び青色申告

書を提出しない法人（以下、白色申告法人7)という。）が適用することを想定した制度

であると認識される。 

なお、白色申告法人については、特に、青色申告書を提出すること、換言すると、

青色申告の承認を受けること自体には、原則として制約はなく、自らの意思によって

白色申告法人を選択しているものと思われる。したがって、災害損失欠損金の繰戻還

付について、制度上問題があるとしても、青色申告の承認を受けて青色申告法人にな

れば解決できるので、本稿が指摘する問題点の対象に、白色申告法人は含まれない点

に注意を要する。 

要するに、本稿は、青色欠損金の繰戻還付の適用が認められない大企業である青色

申告法人が災害損失欠損金の繰戻還付を適用するに際しての問題点を検討するもので

ある。 

 

３．災害損失欠損金の繰戻還付の概要 

 

（１）適用対象及び適用関係 

災害損失欠損金の繰戻還付に係る規定は、平成29年度改正（平成29年３月31日法律

第４号）において創設された。 

現行規定中、制度の肝要部を定めた部分を示すと、次のとおりとなる。 

「（欠損金の繰戻しによる還付） 

第80条 

５ 第１項から第３項までの規定は、災害（震災、風水害、火災その他政令で定める

災害をいう。以下この項において同じ。）により、内国法人の当該災害のあった日か

ら同日以後１年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあった日

から同日以後６月を経過する日までの間に終了する中間期間（引用者注、かっこ書き

省略）において生じた災害損失欠損金額（事業年度又は中間期間において生じた第74

条第１項第１号（確定申告）又は第72条第１項第１号に掲げる欠損金額のうち、災害

により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令

                                 

7） 白色申告法人の語は、制度的には、青色申告の承認を受けない法人の意で用いられることが

一般的であると思われるが、本稿では、併せて帳簿書類の備付け、記録又は保存の状況に関し

て青色申告の承認が得られる水準にはない法人の意を含む語として用いている。 
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で定めるもの（引用者注、かっこ書き省略）に達するまでの金額をいう。第８項及び

第13項において同じ。）がある場合について準用する。この場合において、第１項中

（中略）「前１年」とあるのは「前１年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決

算の中間申告書が青色申告書である場合には、前２年）」（中略）」と読み替えるもの

とする。」 

まず、法人税法第80条第１項は、「内国法人の青色申告書である確定申告書を提出

する事業年度において生じた欠損金額がある場合」に繰戻還付をすることができる旨

規定しているところ、この第５項においては、単に、内国法人とのみ規定することか

ら、青色申告法人以外でも適用が認められる規定となっている。 

ここで、法人税法第80条第１項は、租税特別措置法において適用を停止する旨規定

されている。 

「（中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用） 

第66条の12 法人税法第80条第１項（中略）の規定は、次に掲げる法人以外の法人の

平成４年４月１日から令和８年３月31日までの間に終了する各事業年度において生じ

た欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度（引用者注、

かっこ書き省略）及び同法第80条第４項（中略）の規定に該当する場合のこれらの規

定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第80条第５項（中略）に規定す

る災害損失欠損金額（中略）については、この限りでない。 

一 普通法人（引用者注、かっこ書き省略）のうち、当該事業年度終了の時において

資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下であるもの（当該事業年度終了の時に

おいて法人税法第66条第５項第２号又は第３号に掲げる法人に該当するもの（中略）

又は資本若しくは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社及びこれに準

ずるものとして政令で定めるもの（中略）を除く。） 

二～四 （省略）」 

すなわち、これによると、1992（平成４）年４月１日から2026（令和８）年３月31

日（令和８年度改正により２年延長される予定である。）までの間に終了する各事業

年度において生じた欠損金額については、法人税法第80条第１項に規定する繰戻還付

を適用することができない。ただし、この適用停止の対象からは、一定の法人を除外

するものとされ、そのひとつが資本金の額等が１億円以下である普通法人、つまり、

本稿において中小企業者等と表記する法人となっている。 

したがって、この規定からは、中小企業者等については青色欠損金の繰戻還付の適

用が認められる一方で、大企業である青色申告法人については、その適用が停止され

ることとなる。 

また、ただし書きにおいて、法人税法第80条第５項に規定する災害損失欠損金につ
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中小企業者等の青色欠損金については繰戻還付の適用が認められることからは中小

企業者等に対しては災害損失欠損金の繰戻還付の有用性は繰戻期間が２年認められる

点を除けば限定的である。 

それゆえ、災害損失欠損金の繰戻還付は、大企業である青色申告法人及び青色申告

書を提出しない法人（以下、白色申告法人7)という。）が適用することを想定した制度

であると認識される。 

なお、白色申告法人については、特に、青色申告書を提出すること、換言すると、

青色申告の承認を受けること自体には、原則として制約はなく、自らの意思によって

白色申告法人を選択しているものと思われる。したがって、災害損失欠損金の繰戻還

付について、制度上問題があるとしても、青色申告の承認を受けて青色申告法人にな

れば解決できるので、本稿が指摘する問題点の対象に、白色申告法人は含まれない点

に注意を要する。 

要するに、本稿は、青色欠損金の繰戻還付の適用が認められない大企業である青色

申告法人が災害損失欠損金の繰戻還付を適用するに際しての問題点を検討するもので

ある。 

 

３．災害損失欠損金の繰戻還付の概要 

 

（１）適用対象及び適用関係 

災害損失欠損金の繰戻還付に係る規定は、平成29年度改正（平成29年３月31日法律

第４号）において創設された。 

現行規定中、制度の肝要部を定めた部分を示すと、次のとおりとなる。 

「（欠損金の繰戻しによる還付） 

第80条 

５ 第１項から第３項までの規定は、災害（震災、風水害、火災その他政令で定める

災害をいう。以下この項において同じ。）により、内国法人の当該災害のあった日か

ら同日以後１年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあった日

から同日以後６月を経過する日までの間に終了する中間期間（引用者注、かっこ書き

省略）において生じた災害損失欠損金額（事業年度又は中間期間において生じた第74

条第１項第１号（確定申告）又は第72条第１項第１号に掲げる欠損金額のうち、災害

により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令

                                 

7） 白色申告法人の語は、制度的には、青色申告の承認を受けない法人の意で用いられることが

一般的であると思われるが、本稿では、併せて帳簿書類の備付け、記録又は保存の状況に関し

て青色申告の承認が得られる水準にはない法人の意を含む語として用いている。 
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で定めるもの（引用者注、かっこ書き省略）に達するまでの金額をいう。第８項及び

第13項において同じ。）がある場合について準用する。この場合において、第１項中

（中略）「前１年」とあるのは「前１年（当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決

算の中間申告書が青色申告書である場合には、前２年）」（中略）」と読み替えるもの

とする。」 

まず、法人税法第80条第１項は、「内国法人の青色申告書である確定申告書を提出

する事業年度において生じた欠損金額がある場合」に繰戻還付をすることができる旨

規定しているところ、この第５項においては、単に、内国法人とのみ規定することか

ら、青色申告法人以外でも適用が認められる規定となっている。 

ここで、法人税法第80条第１項は、租税特別措置法において適用を停止する旨規定

されている。 

「（中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用） 

第66条の12 法人税法第80条第１項（中略）の規定は、次に掲げる法人以外の法人の

平成４年４月１日から令和８年３月31日までの間に終了する各事業年度において生じ

た欠損金額については、適用しない。ただし、清算中に終了する事業年度（引用者注、

かっこ書き省略）及び同法第80条第４項（中略）の規定に該当する場合のこれらの規

定に規定する事業年度において生じた欠損金額、同法第80条第５項（中略）に規定す

る災害損失欠損金額（中略）については、この限りでない。 

一 普通法人（引用者注、かっこ書き省略）のうち、当該事業年度終了の時において

資本金の額若しくは出資金の額が１億円以下であるもの（当該事業年度終了の時に

おいて法人税法第66条第５項第２号又は第３号に掲げる法人に該当するもの（中略）

又は資本若しくは出資を有しないもの（保険業法に規定する相互会社及びこれに準

ずるものとして政令で定めるもの（中略）を除く。） 

二～四 （省略）」 

すなわち、これによると、1992（平成４）年４月１日から2026（令和８）年３月31

日（令和８年度改正により２年延長される予定である。）までの間に終了する各事業

年度において生じた欠損金額については、法人税法第80条第１項に規定する繰戻還付

を適用することができない。ただし、この適用停止の対象からは、一定の法人を除外

するものとされ、そのひとつが資本金の額等が１億円以下である普通法人、つまり、

本稿において中小企業者等と表記する法人となっている。 

したがって、この規定からは、中小企業者等については青色欠損金の繰戻還付の適

用が認められる一方で、大企業である青色申告法人については、その適用が停止され

ることとなる。 

また、ただし書きにおいて、法人税法第80条第５項に規定する災害損失欠損金につ
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いては「この限りではない」と定められていることにより、災害損失欠損金について

は大企業である青色申告法人を含めて繰戻還付の適用が認められることとなる。 

もうひとつ法人税法第80条第５項の規定上注目すべき点は、青色欠損金の繰戻還付

においては繰戻期間が「前１年」とされているところ、災害損失欠損金の繰戻還付に

おいては、青色申告法人に関しては「前２年」とされることである。つまり、青色申

告法人の場合は前２年にわたって法人税の負担調整を行うことができるものとされて

いる。 

 

（２）災害損失欠損金の意義 

すでに述べたとおり、災害損失欠損金の繰戻還付は、平成29年度改正において創設

されたものであるが、災害損失欠損金について繰戻還付を認める制度自体は、阪神・

淡路大震災及び東日本大震災の際の特別立法において認められていたところである。 

つまり、従来は、災害の発生を受けて、その都度特別法で対応していたものを常設

化したことになるが、この創設の趣旨としては、次のとおり説明されている8）。 

「近年災害が頻発していることを踏まえ、被災者や被災事業者の不安を早期に解消

するとともに、復旧や復興の動きに遅れることなく税制上の対応を手当てする観点か

ら、災害への税制上の対応の規定を常設化することとされました。」 

これによると、災害による損失の発生に応じて、過去の事業年度に遡って租税負担

能力の調整を行い納付すべき法人税額を再計算し、すでに納付された法人税額と再計

算した納付すべき法人税額との差額を還付することで被災者の救済を図り、被害から

の復興を法人税の課税の面から支援することが制度の趣旨であると理解される。 

また、災害損失欠損金の繰戻制度は復興に必要な資金を供給する機能を有している

と認められる。 

ここで問題となるのは、災害損失欠損金とは、「なにか？」であり、法人税法第80

条第５項においては、まず、災害については、「震災、風水害、火災その他政令で定

める災害をいう。」ものとし、これを受けて法人税法施行令第154条の３第２項では、

その他に、「冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び

鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物に

よる異常な災害」としている。 

災害の意義、範囲をまとめると、[表]のとおりとなる。 

ここで、「鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害」及び「害虫、害獣

その他の生物による異常な災害」については、「異常な災害」とされており、その程

                                 

8） 藤田泰弘・小竹義範・内藤景一朗・田畑仁・高橋実枝（2017）、354頁。 
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度が問われることになるが、その具体的な程度に関する標準などは示されておらず解

釈の問題が生ずることになる。 

 

[表]災害の意義、範囲 

・震災 

・風水害 

・火災 

・冷害、雪害、干害、落雷、噴火その

他の自然現象の異変による災害 

・鉱害、火薬類の爆発その他の人為に

よる異常な災害 

・害虫、害獣その他の生物による異常

な災害 

（出典）筆者作成。 

 

たとえば、昨年（2025（令和７）年）秋には、各地において熊の出没及び熊による

人命や経済社会への被害の発生が頻発したが、例年に比べて件数が多いことを理由に

「異常な災害」に該当するかは判然としない。 

次いで、災害損失欠損金については、「災害により棚卸資産、固定資産又は政令で

定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの」と規定され、「政令で

定める繰延資産」は、法人税法上の繰延資産のうち「他の者の有する固定資産を利用

するために支出されたもの」と定められている（法令154の３③）。 

法人税法上の繰延資産とは、法人税法施行令第14条第１項第６号に規定する繰延資

産をいい、具体的には、次に掲げる繰延資産のうち、他者の有する設備、構築物、そ

の他の固定資産を利用するために支出したものとなる。ここで重要となるのは「固定

資産を利用するために支出したもの」とされ、その支出の対象として有形資産が存在

する点である。 

① 自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効

果がその支出の日以後１年以上に及ぶもの 

② 自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用で支出の効

果がその支出の日以後１年以上に及ぶもの 

③ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用で支出の

効果がその支出の日以後１年以上に及ぶもの 

④ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用でその支出の効果がその

支出の日以後１年以上に及ぶもの 

⑤ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用でその支出

の効果がその支出の日以後１年以上に及ぶもの 

⑥ ①から⑤までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用でそ
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いては「この限りではない」と定められていることにより、災害損失欠損金について

は大企業である青色申告法人を含めて繰戻還付の適用が認められることとなる。 

もうひとつ法人税法第80条第５項の規定上注目すべき点は、青色欠損金の繰戻還付

においては繰戻期間が「前１年」とされているところ、災害損失欠損金の繰戻還付に

おいては、青色申告法人に関しては「前２年」とされることである。つまり、青色申

告法人の場合は前２年にわたって法人税の負担調整を行うことができるものとされて

いる。 

 

（２）災害損失欠損金の意義 

すでに述べたとおり、災害損失欠損金の繰戻還付は、平成29年度改正において創設

されたものであるが、災害損失欠損金について繰戻還付を認める制度自体は、阪神・

淡路大震災及び東日本大震災の際の特別立法において認められていたところである。 

つまり、従来は、災害の発生を受けて、その都度特別法で対応していたものを常設

化したことになるが、この創設の趣旨としては、次のとおり説明されている8）。 

「近年災害が頻発していることを踏まえ、被災者や被災事業者の不安を早期に解消

するとともに、復旧や復興の動きに遅れることなく税制上の対応を手当てする観点か

ら、災害への税制上の対応の規定を常設化することとされました。」 

これによると、災害による損失の発生に応じて、過去の事業年度に遡って租税負担

能力の調整を行い納付すべき法人税額を再計算し、すでに納付された法人税額と再計

算した納付すべき法人税額との差額を還付することで被災者の救済を図り、被害から

の復興を法人税の課税の面から支援することが制度の趣旨であると理解される。 

また、災害損失欠損金の繰戻制度は復興に必要な資金を供給する機能を有している

と認められる。 

ここで問題となるのは、災害損失欠損金とは、「なにか？」であり、法人税法第80

条第５項においては、まず、災害については、「震災、風水害、火災その他政令で定

める災害をいう。」ものとし、これを受けて法人税法施行令第154条の３第２項では、

その他に、「冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び

鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物に

よる異常な災害」としている。 

災害の意義、範囲をまとめると、[表]のとおりとなる。 

ここで、「鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害」及び「害虫、害獣

その他の生物による異常な災害」については、「異常な災害」とされており、その程

                                 

8） 藤田泰弘・小竹義範・内藤景一朗・田畑仁・高橋実枝（2017）、354頁。 
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度が問われることになるが、その具体的な程度に関する標準などは示されておらず解

釈の問題が生ずることになる。 

 

[表]災害の意義、範囲 

・震災 

・風水害 

・火災 

・冷害、雪害、干害、落雷、噴火その

他の自然現象の異変による災害 

・鉱害、火薬類の爆発その他の人為に

よる異常な災害 

・害虫、害獣その他の生物による異常

な災害 

（出典）筆者作成。 
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定める繰延資産」は、法人税法上の繰延資産のうち「他の者の有する固定資産を利用
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法人税法上の繰延資産とは、法人税法施行令第14条第１項第６号に規定する繰延資
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の支出の効果がその支出の日以後１年以上に及ぶもの 

さらに、災害により上記各「資産について生じた損失の額で政令で定めるもの」に

ついては、次のとおり規定されている（法令154の３④）。 

「４ 法第80条第５項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資

産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額（保険金、損

害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。）の合計額とす

る。 

一 法第80条第５項に規定する災害（以下この項において「災害」という。）により

当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該

資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額（その滅失、損壊又は価値

の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額

を含む。） 

二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により

当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、その災害のやん

だ日の翌日から１年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他こ

れらに類する費用に係る損失の額 

イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用 

ロ 当該資産の原状回復のための修繕費 

ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用 

三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが

あると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止する

ため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額」 

以上のところを整理すると、災害損失欠損金とは、災害により生じた障害物の除去

費用や被害の拡大、発生を防止する費用が含まれるものの、事業用資産の損壊及び価

値の減少による損失、また、原状回復のための費用が主たるものであり、要するに、

災害によって直接に被災地に所在する事業用資産において生じた物理的損失から構成

される欠損金であると整理される。 

 

４．災害損失欠損金の繰戻還付制度における問題点 

 

（１）災害損失欠損金の意義、範囲に関する問題点 

繰返しとなるが、災害は、単に事業用資産について物理的損失を生じせしめるだけ

でなく、事業環境や収益機会など代替が容易ではない収益を生み出す事業基盤そのも

のを破壊してしまうことがあり得る。 
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たとえば、災害によって製造設備を構成する資産が損壊した場合、製品の製造がで

きなくなることで製品を販売して収益を得る機会を失うことにもなる。つまり、災害

によって当該製造設備の貸借対照表価額の全部又は一部が失われるだけでなく、収益

を稼得する機会を失うことで事業に要する固定費を回収することができずに当該固定

費相当額の損失が生ずることになる。 

さらに卑近の例を挙げて、ここでの検討事項を示すと、熊の出没によって事業用資

産に被害はなくても、警戒地域にある商業施設などが休業を余儀なくされることで生

ずる損失は災害損失欠損金に含めるべきかどうかである。 

上述したとおり、現行法令上は、こうした災害に伴い収益機会を失ったことで生じ

た損失は災害損失欠損金を構成する損失には含まれていない。したがって、災害に伴

い収益機会を失ったことで生じた損失については繰戻還付を適用することができない。 

なお、青色欠損金であれば、災害に伴い収益機会を失ったことで生じた損失につい

ても繰戻還付が認められるが、現行法上、大企業である青色申告法人においては青色

欠損金の繰戻還付制度の適用が停止されているため、確実に法人税の負担調整を行う

ことによる救済を受けることができない。 

この点から、現行の災害損失欠損金の繰戻還付は、支援制度として十全ではない面

があると指摘できる。この場合に、青色欠損金の繰戻還付制度が適用停止されていな

ければ問題は生じないことになるが、この制度が適用停止されていることには相応の

理由があるところであり、適用停止の解除を求めることは容易ではない。 

それゆえ、災害損失欠損金を構成する損失に関して、事業用資産において生じた物

理的損失に止まらず、収益機会を失ったことで生じた損失を含めることが、その対応

策として考えられる。 

 

（２）災害の意義、範囲についての問題点 

災害損失欠損金の意義、範囲を問題として上述したところであるが、損失をもたら

す災害そのものに関しても、その意義、範囲については検討すべき点が存在する。 

すでに見たとおり、災害の意義、範囲については、法人税法及び法人税法施行令に

おいて定められている。災害とは、人命及び経済社会に対して被害を及ぼす事象、現

象であると捉えると、法人税法及び法人税法施行令において定められている事象、現

象は、社会通念に照らして、網羅的であり、特に遺漏があるとは思われない。 

ただし、現在の経済社会の基盤を想定した場合、課税上、救済あるいは復興支援す

べき状況の原因事象を自らの意思や行動によっては避けることのできない、あらゆる

事象、現象と捉えることの必要性も認識される。 

過日、某ビールメーカーがランサムウェアによるサイバー攻撃に遭い、数ヶ月に及
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の支出の効果がその支出の日以後１年以上に及ぶもの 
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害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。）の合計額とす

る。 

一 法第80条第５項に規定する災害（以下この項において「災害」という。）により

当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該
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を含む。） 

二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により
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だ日の翌日から１年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他こ

れらに類する費用に係る損失の額 

イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用 

ロ 当該資産の原状回復のための修繕費 

ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用 

三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが

あると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止する

ため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額」 

以上のところを整理すると、災害損失欠損金とは、災害により生じた障害物の除去

費用や被害の拡大、発生を防止する費用が含まれるものの、事業用資産の損壊及び価

値の減少による損失、また、原状回復のための費用が主たるものであり、要するに、

災害によって直接に被災地に所在する事業用資産において生じた物理的損失から構成

される欠損金であると整理される。 

 

４．災害損失欠損金の繰戻還付制度における問題点 

 

（１）災害損失欠損金の意義、範囲に関する問題点 

繰返しとなるが、災害は、単に事業用資産について物理的損失を生じせしめるだけ

でなく、事業環境や収益機会など代替が容易ではない収益を生み出す事業基盤そのも
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たとえば、災害によって製造設備を構成する資産が損壊した場合、製品の製造がで
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によって当該製造設備の貸借対照表価額の全部又は一部が失われるだけでなく、収益

を稼得する機会を失うことで事業に要する固定費を回収することができずに当該固定

費相当額の損失が生ずることになる。 

さらに卑近の例を挙げて、ここでの検討事項を示すと、熊の出没によって事業用資

産に被害はなくても、警戒地域にある商業施設などが休業を余儀なくされることで生

ずる損失は災害損失欠損金に含めるべきかどうかである。 

上述したとおり、現行法令上は、こうした災害に伴い収益機会を失ったことで生じ

た損失は災害損失欠損金を構成する損失には含まれていない。したがって、災害に伴

い収益機会を失ったことで生じた損失については繰戻還付を適用することができない。 
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があると指摘できる。この場合に、青色欠損金の繰戻還付制度が適用停止されていな

ければ問題は生じないことになるが、この制度が適用停止されていることには相応の
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象は、社会通念に照らして、網羅的であり、特に遺漏があるとは思われない。 

ただし、現在の経済社会の基盤を想定した場合、課税上、救済あるいは復興支援す

べき状況の原因事象を自らの意思や行動によっては避けることのできない、あらゆる

事象、現象と捉えることの必要性も認識される。 

過日、某ビールメーカーがランサムウェアによるサイバー攻撃に遭い、数ヶ月に及
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び製品の出荷停止に陥った事例が生じた。現行法令の解釈として、サイバー攻撃、サ

イバーテロに遭うことが災害、すなわち、「人為による異常な災害」に該当するかは

明確ではない。 

また、所有する事業用資産に直接に生じた損失としては、攻撃を受けたシステムに

ついて適正に再稼働させるために必要なソフトウェアの更新や入替え、データの再入

力などの復旧費用に係る損失が生じたものと推察される。 

このビールメーカーの場合は、これらの損失の発生によって欠損とはならないもの

と見込まれるが、今日において、インターネットと無縁で事業展開することは極めて

稀有であり、あらゆる法人が、サイバー攻撃を受ける危険性にさらされていることは

間違いがない。それゆえに、サイバー攻撃を受けたことで、事業用資産における物理

的損失及び収益機会を失ったことで損失が生じて欠損となった場合に、繰戻還付の適

用が受けられるかどうか、または、その適用を認めるべきかどうか、つまり、サイ

バー攻撃を災害に含めるかどうかについては検討すべき課題と認識される。 

なお、犯罪被害の面が強く意識されるサイバー攻撃に遭った法人においては、その

損失は犯罪損失であり、行為者に対して損害賠償請求権を取得することで、所得金額

の計算上、欠損とはならない事態も想定される。犯罪損失である場合の損害賠償請求

権の取得について益金算入すべきかどうかは、また別に慎重かつ入念に検討する必要

があるが、サイバー攻撃は、攻撃を受けたことと、それによる被害の発生は明白であ

るが、反面、行為者の特定は極めて困難であるので、窃盗や横領などと同列に位置づ

けるべきではないとも考える。 

 

５．おわりに 

 

事業活動は、人、もの、金を必要とするほか競業者の存在やその強弱、活動領域

（事業分野の意味でも、事業展開する地域の意味でも）の善し悪し、有力顧客の有無

や依存度の高低など様々な要素、ピースが結びつき、影響し合いながら展開される。

また、国際化の進展、情報化の進展は、多様化によって、事業活動を構成する要素、

ピースは多方面、多角的に、かつ、間断なく影響を受けやすくなっていると言い得る。 

こうした状況が、さらなる事業活動の好転をもたらす契機、要因ともなるが、反対

に、僅かな異変によって急激な悪化を招く契機、要因ともなる。 

災害の発生は決して僅かな異変ではないので、災害による被害の影響は、事業活動

を構成する要素、ピースのつながりを通じて、災害の発生地との距離的な隔たりや発

生したときからの時間差に関係なく、多方面、多角的に波及していくことが想定され

る。 
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また、災害による損失は、法人の規模の大小に関係なく発生し、法人の規模が大き

いがゆえに直接的な損失が少なくてすみ影響が小さいもので納まるといったことはな

く、また反対に、法人の規模が小さいがゆえに直接的な損失が多額に上り、より大き

な影響が及ぶといった傾向に当てはまることもない。災害損失欠損金の繰戻還付につ

いては、大企業である青色申告法人においても適用が認められているのは、こうした

災害による損失の性質を反映、考慮されているがゆえと理解される。 

繰り返すが、災害により生ずるのは被災地に所在する事業用資産における物理的損

失に止まらず、収益機会が失われれば、それによって損失が発生する。また、自らの

意思や行動によっては避けられることのできない事象、現象は、現行法人税法及び法

人税法施行令に規定する災害に限定されるものではない。 

たとえば、上掲のサイバー攻撃を受けたビールメーカーの事例において、収益機会

を失った経済主体は直接の被害者であるビールメーカーだけでなく、通常、当該メー

カーより商品の供給を受けている販売業者や飲食業者なども含まれる。しかしながら、

現行法では、販売業者や飲食業者などに欠損金が生じたとしても、この欠損金は災害

損失欠損金には該当せず、繰戻還付制度は適用されない。 

影響が多方面、多角的に際限なく波及することは、現行法人税法及び法人税法施行

令に規定する災害が発生した場合においても同様に生ずるところであり、災害損失欠

損金のあり方についての検討事項のひとつと理解される。 

災害による被害からの復興のためには多額の資金を必要とするところ、従前の例に

よれば、そのための助成制度や融資制度なども整備されているが、災害損失欠損金の

繰戻還付制度は、複数年度にわたる租税負担能力を再計算し、前年以前に負担した法

人税の一部又は全部を還付することで、無利息かつ返済不要の復興のための資金を確

実に供給する機能を有しており、その有用性は明らかである。 

特に、大企業である青色申告法人について青色欠損金の繰戻還付制度の適用が停止

されている状況においては、災害損失欠損金の重要性はさらに増していると捉えられ、

制度上の問題点については検討が必要である。  
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び製品の出荷停止に陥った事例が生じた。現行法令の解釈として、サイバー攻撃、サ

イバーテロに遭うことが災害、すなわち、「人為による異常な災害」に該当するかは

明確ではない。 

また、所有する事業用資産に直接に生じた損失としては、攻撃を受けたシステムに

ついて適正に再稼働させるために必要なソフトウェアの更新や入替え、データの再入

力などの復旧費用に係る損失が生じたものと推察される。 

このビールメーカーの場合は、これらの損失の発生によって欠損とはならないもの

と見込まれるが、今日において、インターネットと無縁で事業展開することは極めて

稀有であり、あらゆる法人が、サイバー攻撃を受ける危険性にさらされていることは

間違いがない。それゆえに、サイバー攻撃を受けたことで、事業用資産における物理

的損失及び収益機会を失ったことで損失が生じて欠損となった場合に、繰戻還付の適

用が受けられるかどうか、または、その適用を認めるべきかどうか、つまり、サイ

バー攻撃を災害に含めるかどうかについては検討すべき課題と認識される。 

なお、犯罪被害の面が強く意識されるサイバー攻撃に遭った法人においては、その

損失は犯罪損失であり、行為者に対して損害賠償請求権を取得することで、所得金額

の計算上、欠損とはならない事態も想定される。犯罪損失である場合の損害賠償請求

権の取得について益金算入すべきかどうかは、また別に慎重かつ入念に検討する必要

があるが、サイバー攻撃は、攻撃を受けたことと、それによる被害の発生は明白であ

るが、反面、行為者の特定は極めて困難であるので、窃盗や横領などと同列に位置づ

けるべきではないとも考える。 

 

５．おわりに 

 

事業活動は、人、もの、金を必要とするほか競業者の存在やその強弱、活動領域

（事業分野の意味でも、事業展開する地域の意味でも）の善し悪し、有力顧客の有無

や依存度の高低など様々な要素、ピースが結びつき、影響し合いながら展開される。

また、国際化の進展、情報化の進展は、多様化によって、事業活動を構成する要素、

ピースは多方面、多角的に、かつ、間断なく影響を受けやすくなっていると言い得る。 
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を構成する要素、ピースのつながりを通じて、災害の発生地との距離的な隔たりや発

生したときからの時間差に関係なく、多方面、多角的に波及していくことが想定され

る。 
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また、災害による損失は、法人の規模の大小に関係なく発生し、法人の規模が大き
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な影響が及ぶといった傾向に当てはまることもない。災害損失欠損金の繰戻還付につ
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意思や行動によっては避けられることのできない事象、現象は、現行法人税法及び法

人税法施行令に規定する災害に限定されるものではない。 

たとえば、上掲のサイバー攻撃を受けたビールメーカーの事例において、収益機会

を失った経済主体は直接の被害者であるビールメーカーだけでなく、通常、当該メー

カーより商品の供給を受けている販売業者や飲食業者なども含まれる。しかしながら、

現行法では、販売業者や飲食業者などに欠損金が生じたとしても、この欠損金は災害

損失欠損金には該当せず、繰戻還付制度は適用されない。 

影響が多方面、多角的に際限なく波及することは、現行法人税法及び法人税法施行

令に規定する災害が発生した場合においても同様に生ずるところであり、災害損失欠

損金のあり方についての検討事項のひとつと理解される。 

災害による被害からの復興のためには多額の資金を必要とするところ、従前の例に

よれば、そのための助成制度や融資制度なども整備されているが、災害損失欠損金の

繰戻還付制度は、複数年度にわたる租税負担能力を再計算し、前年以前に負担した法

人税の一部又は全部を還付することで、無利息かつ返済不要の復興のための資金を確

実に供給する機能を有しており、その有用性は明らかである。 

特に、大企業である青色申告法人について青色欠損金の繰戻還付制度の適用が停止

されている状況においては、災害損失欠損金の重要性はさらに増していると捉えられ、

制度上の問題点については検討が必要である。  
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「非営利組織の会計における財産目録の意義」 

The Significance of the Statement of Assets and Liabilities in 
Nonprofit Accounting 

古 市 雄一朗 

１ はじめに 

現在、我が国の企業会計において、会社法における計算書類や金融商品取引法の財

務諸表の中に財産目録は含まれていない。また我が国の会計制度、会計基準の基礎概

念を示している、「討議資料 財務会計の概念フレームワーク」においても、財務諸

表として財産目録についての言及はされていない。 

一方で、公益法人会計基準においては、作成すべき財務諸表等として財産目録が挙

げられている。また学校法人会計基準においても、その第１条２の中で「（前略）学

校法人（法第百五十二条第五項の専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人

を含む。以下「学校法人」という。）は、この省令の定めるところにより、会計処理

を行い、会計帳簿、計算書類（貸借対照表及び収支計算書をいう。以下同じ。）及び

その附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。」と定められている。ま

た、ＮＰＯ法人会計基準においてもＮＰＯ法人会計基準８において、「ＮＰＯ法人は

財務諸表（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録を作成しなければならない。」

とされており、我が国の非営利組織に関する会計基準においては、財産目録の作成が

広く求められている。 

周知のとおり、我が国の企業会計制度において、財産目録が占める役割が大きく後

退したエポックな出来事として、昭和49年の商法改正が挙げられる。この改正をもっ

て商法の規定から決算財産目録の作成は要求されなくなり、現在に至っている。 

近年、我が国の非営利組織の会計制度を巡る議論において「企業会計への接近」と

「統一的な会計基準の設定」という２つのトピックは常に中心的な話題を提示してき

たが、財産目録の取り扱いについては、企業会計と非営利組織会計の間で明確な異同

が存在していると言える。 

また、先述の公益法人会計基準、学校法人会計基準、ＮＰＯ法人会計基準における

財産目録の取り扱いにおける共通点として財産目録の価額つまり資産および負債に付

される金額は貸借対照表記載の価額と同一とすることが求められている。もし、財産

目録に貸借対照表には示されない情報を示すことで財務報告の中に追加的な情報価値




